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第七次甲府市総合計画説明会 会議録（琢美地区） 

日  時 令和８年５月１４日（木）午後７時００分～午後８時１０分 

会  場 善誘館小学校体育館 

参 加 者 １５４名（市長等及び関係職員含む） 

次 第 1 市長説明 

2 意見交換 

3 地区からの挨拶 

意見交換記録 

質問 

 

 

 

 

 

 

 

危機管理監 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問 

 

 

 

 

 

 

・「教育研修所南側ゲートボール場の仮設トイレ」について 

教育研修所ゲートボール場の仮設トイレは、現在、トイレは

施錠され利用できない状況にあるとともに、経年劣化が進んで

いる。 

当ゲートボール場は、災害時の避難地にも指定されているこ

とから、トイレは必要不可欠な設備であるため、有事に備え利

用可能な状況にしていただきたい。 

 

本市では、災害発生時に避難生活を送ることとなる指定避難

所の整備に努めており、中でもトイレの整備は重要であるとい

う認識のもと、琢美地区の指定避難所である「善誘館小学校」

には、マンホールトイレの整備や簡易トイレの配備を行うなど、

避難所における良好な生活環境の確保に取り組んでいる。 

一方、避難地については、災害から命を守るため、一時的に

緊急避難する場所であり、トイレを必須の要件とすることなく、

市内６２か所に指定している。 

ご要望いただいた災害時の観点からの、ゲートボール場のト

イレ利用についても同様の考え方になるが、仮設トイレの今後

の対応については、地元の皆様と協議させていただきたい。 

 

・「道路側溝蓋の補修及び市道の整備」について 

三角屋暖(城東四丁目ラーメン店)北側道路の側溝蓋が劣化し

ており不安定なことから、自動車の走行時に騒音が発生するた

め、側溝蓋の騒音防止策を講じてほしい。 

また、熊野通りとの交差部は排水不良により、夕立や台風な

どで溢水し、通行不能となる場合があることから、溢水防止策

を講じてほしい。 
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樋口市長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくり部

長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市が管理する道路については、市民の皆さまに安心してご

利用いただけるよう、適正な維持管理に努めている。 

今、お話を伺った道路の側溝蓋の音鳴りについては、これま

で応急的な防止策を講じてきたところであり、側溝自体の老朽

化も一因であると考えられることから、抜本的な解消に向け、

今年度より測量に着手し、来年度から年次的に側溝を改修して

いく。 

また、熊野通りとの交差部の溢水への対応については、令和

５年度に調査したところ、排水先の濁川などの影響による土砂

の堆積を確認したことから、側溝内を浚渫し、排水能力の回復

を図ったところだが、側溝改修に併せ、軽減策について再度検

討し、対応していく。 

改修工事の実施については、交通規制などによりご迷惑をお

かけするが、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げる。 

 

・「和戸町竜王線工事」に伴う要望について 

① 文殊稲荷入り口交差点から朝気通りまでの間で、濁川を 

またぎ設置を計画されている新中久橋南側付近に、信号機付き

歩行者用横断歩道の設置を要望する。 

② 文殊稲荷入り口交差点から魚町通りまでの間の歩道整備に

伴い、既に整備済みの魚町通り西側の歩道と同様の整備を要望

する。また、植栽をしないでほしい。 

③ 城東工区の早期の工事完成を望んでいる。工事の完成の見

通しを伺いたい。 

 

都市計画道路 和戸町竜王線は、魚町通りから朝気通りまでの

約６００ｍを山梨県において整備を進めているところ。 

① 新中久橋南側付近への信号機付き横断歩道の設置について

は、令和５年度末に城東二丁目第二自治会からご要望いただい

ており、施工者である山梨県へ本市から要望書を令和６年度に

提出し、県からは、地元からの強い要望として公安委員会との

協議を継続していく旨の回答を得ている。 

本日いただいたご要望を再度県にお伝えし、本市としても県

と共に公安委員会に要望していく。 

② 城東工区における歩道設置については、河川工事の進捗に



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問 

 

 

 

 

まちづくり部

長 

 

 

 

 

 

 

質問 

 

 

 

まちづくり部

長 

 

質問 

 

 

 

 

 

まちづくり部

併せ、今年度、一部区間の道路工事を実施していく予定であり、

その中で歩道も設置していくことを確認している。 

③ 工事の期間については、現在、鋭意工事が進められている

が、河川改修をはじめ、橋梁の架け替えや大型下水道管を含む

地下埋設物の移設など、工種が多岐にわたることから、当初の

予定より長期化している状況となっている。本市としては、事

業が円滑に進むよう、引き続き、地域の皆様の声を県に伝えて

いく。また、植栽についても併せて県に伝える。 

 

・歩道整備について 

城東２丁目の信号機から南側のＵＴＹへ続く道の歩道が、ガ

タガタしていて歩きづらい。子どもの通学路にもなっているこ

とから、整備をお願いしたい。 

 

以前は、歩道を車道より一段高く設置していたが、現在は、

バリアフリーの観点から車道と歩道を同じ高さとしつつ、車道

と歩道をしっかり区分してできるだけ使いやすくするよう、順

次歩道の整備を進めている。ご指摘のあった現地を確認させて

いただき、非常に状態が悪いところは、応急的に対応させてい

ただきながら、全体のバリアフリー化の工事の中に組み込ませ

ていただきたい。 

 

・心月院前の信号機の看板について 

心月院前の信号機の看板の文字が不鮮明なので、市と警察で

協力して改善していただきたい。 

 

心月院の信号機の看板については、市から県の公安委員会に

対応していただくよう、お願いする。 

 

・交差点の整備について 

富士川橋西詰の信号を北に入る道の最初の交差点は、藤川の

改修をしていただいたが、支援学校の方からは見通しが悪い。

人身事故が数回発生しており、これまで２名が亡くなっている。

改善をしていただきたい。 

 

ＪＲのアンダーパスのところの道路形状という話かと思う
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長 

 

 

 

質問 

 

 

 

まちづくり部

長 

 

質問 

 

 

まちづくり部

長 

 

 

樋口市長 

（まとめ） 

が、現場を確認させていただき、交差点の形状の問題なのか、

カーブミラーを設置するなどの工夫により安全確保ができるの

か、検討したい。 

 

あそこはこれまでに２度も３度も改修しているが、いまだに

改善されない。根本的な改善が必要ではないか。大型の車はす

れ違いができない。 

 

この場ですぐにお答えができないが、関係機関と話をしなが

ら、対応をさせていただきたい。 

 

あそこの道路は、国の管轄で、県や市には対応できないと聞

いたことがあるが、実際にはどこの管轄か。 

 

道路は市の管轄であり、藤川は県の管轄となっている。藤川

と道路の交差する部分の形状とのことなので、関係機関と話を

させていただきたい。 

 

説明会に出席いただいてありがとうございました。 

意見交換でいただいた意見・要望はしっかり受け止め、関係

機関等と連携しながら各部局や市役所全体で共有していく。 

これからも地域の課題を共有させていただき、できることは

できるだけ早く、実施主体が違ったり、お金や時間がかかった

りすることについては、その進捗状況をしっかりと地元にお示

しさせていただくので、よろしくお願いする。 

 

地区からの挨拶要旨 

琢美地区自治

会連合会会長 

 

本日は、樋口市長をはじめ、市の幹部の方々から、第六次の

総括と第七次の説明をいただいたので、皆さん、良くお分かり

になったと思う。本日はありがとうございました。 

 

 


